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吉賀町 公民館主事の募集について

　吉賀町では、ふるさとでの学びや体験をもとにした人材育成として「サクラマスプロジェクト」を保小中

　高ならびに地域住民が連携して取り組みを進めてきました。

　このような社会教育の取り組みを通じて、地域づくりをより一層推進するべく「公民館を拠点とした地域

　づくり」を掲げて取り組みをスタートさせたところです。

　そこで、公民館のスタッフ体制を強化すべく、新たな人材を募集します。

　　【募集人数】　

　　　若干名

　　【業務内容】　

　　　●保育所や小中高校と地域コミュニティ (自治会等 )をつなげた事業の企画・実行

　　　●公民館が、より心地よい地域住民の集いの場となるような新たなアイデアとチャレンジ

　　　●問題や課題に取り組む地域住民を後押しする場づくり

　　　●公民館運営に関わる事務（貸館の受付など）

　　【募集対象】　

　　　町内外を問わず、 次のいずれも満たす方を対象とします。

　　　●普通自動車免許を取得しており、日常的に運転経験のある方

　　　●文書作成（ワード等）・表計算（エクセル等）・Ｅメールを使用できる方

　　　●地方公務員法第１６条の定めに該当しない方

　　【求める人材像】　

　　　●心身共に健康で、誠実に職務ができる方

　　　●好奇心を持って業務に取り組める方

　　　●地域住民と協力しながら、地域を元気にするために精力的に行動できる方

　　　●真摯に人の話に耳を傾けられる方

　　【勤務条件】

　　　勤務時間：原則月１８日勤務 ( イベントなどで土日勤務もあり )・７時間 /日

　　　報　　酬：吉賀町の規定による

　　　地方公務員法第２２条の２第１項第１号に定める会計年度任用職員として、吉賀町長が任用します。

　　【申込手続き】

　　　下記の提出書類をご準備のうえ、郵送または持参してください。なお、提出された書類は返却しません。

　　　吉賀町公民館主事 エントリーシート /履歴書（市販のもので可）/応募者のスキルやキャリアをご紹

　　　介いただくもの（自由）/現住所地の住民票 (町外の方のみ )

　　【申込受付期限】

　　　令和８年２月１６日（月） １７時１５分まで

　　【試験日程】

　　　応募者には別途ご連絡いたします。

　　【問合せ】

　　　〒６９９－５５１３ 島根県鹿足郡吉賀町六日市６４８

　　　吉賀町教育委員会　☎０８５６-７７-１２８５ / E-mail：kyoiku@town.yoshika.lg.jp

募集
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令和８年度看護職員・医療技術者等確保修学資金貸費生募集のお知らせ

　令和８年４月から資格取得のため養成施設に進学予定であり、将来「よしか病院」で従事する希望のある

　方に対し、無利息の資金の貸付を行う制度です。

　詳細、申込みについては、町ホームページまたは医療対策課までお問い合わせください。

（１）看護職員等確保修学資金について

　　【応募資格】　将来、よしか病院で看護職員の業務に従事しようとする者

　　【募集人数】　若干名

　　【貸付金額】　下記の①～③の資格種別に応じて貸与額が異なります。

　　　　　　　　　①保健師、助産師、看護師　８万円／月を半年（９月・３月）毎

　　　　　　　　　②准看護師　４万円／月を半年（９月・３月）毎

　　　　　　　　　③看護師修士課程　１０万円／月を半年（９月・３月）毎

　　　　　　　　　①～③共通　入学一時金として１０万円

　　【返済方法】　卒業後、分割または一括

　　　※償還が滞った場合は、連帯保証人に連絡し、未納分全額について納付を求めます。

　　　※よしか病院で従事した年数によって一部または全額が返還免除となる場合があります。

　　【申請期間】　令和８年２月５日（木）から令和８年３月１９日（木）まで

　　【提 出 先】　申請書類を下記のいずれかの窓口へご提出ください。

　　　　　　　　　吉賀町役場医療対策課（よしか病院内）

　　　　　　　　　吉賀町役場税務住民課・柿木庁舎柿木地域振興室

　　【留意事項】

　　　①吉賀町地域医療協議会において書面審査の上、貸与の可否について決定を行います。

　　　　審査の結果では、貸与不承認となる場合があることをご了承ください。

　　　②申請日時点で、試験日程等の都合により養成施設への進学が決定していない場合でも、予め申請を

　　　　行うことは可能です。

（２）医療技術者等確保修学資金について

　　【応募資格】　将来、よしか病院で診療放射線技師または臨床検査技師の業務に従事しようとする者

　　【募集人数】　若干名

　　【貸付金額】　５万円／月を半年（９月・３月）毎

　　　　　　　　入学一時金として１０万円

　　【返済方法】　卒業後、分割または一括

　　　※償還が滞った場合は、連帯保証人に連絡し、未納分全額について納付を求めます。

　　　※よしか病院で従事した年数によって一部または全額が返還免除となる場合があります。

　　【申請期間】　令和８年２月５日（木）から令和８年３月１９日（木）まで

　　【提 出 先】　申請書類を下記のいずれかの窓口へご提出ください。

　　　　　　　　　吉賀町役場医療対策課（よしか病院内）

　　　　　　　　　吉賀町役場税務住民課・柿木庁舎柿木地域振興室

　　【留意事項】

　　　①吉賀町地域医療協議会において書面審査の上、貸与の可否について決定を行います。

　　　　審査の結果では、貸与不承認となる場合があることをご了承ください。

　　　②申請日時点で、試験日程等の都合により養成施設への進学が決定していない場合でも、予め申請を

　　　　行うことは可能です。
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令和８年度自衛官等募集案内

　一般曹候補生（陸上・海上・航空自衛官）

　（仮称）２等陸・海・空士（陸上・海上・航空自衛隊）　

　予備自衛官補（一般・技能）

　幹部候補生（一般・飛行）（陸上・海上・航空自衛隊）

　幹部候補生（歯科・薬剤）（陸上・海上・航空自衛隊）

　幹部候補曹（陸上・海上・航空自衛隊）

　医科・歯科幹部（陸上・海上・航空自衛隊）

　キャリア採用幹部（陸上・海上・航空自衛隊）

　技術曹（陸上・海上・航空自衛隊）

　　【問合せ先】　自衛隊島根地方協力本部 　☎０８５２－２１－００１５

各採用試験の詳しい内容は、

自衛官募集ＨＰでご確認ください。

今年度も移動献血車が吉賀町にやってきます

　献血は、最も身近なボランティアです。

　皆様の温かいご理解とご協力をいただきますよう、よろしくお願いいたします。

　　【日時・場所】　２月２６日（木）　吉賀町役場柿木庁舎　　　１２時００分～１３時００分

　　　　　　　　　　　　　　　　　 六日市基幹集落センター　１５時１５分～１６時３０分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※献血カードをお持ちの方はご持参ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※４００ｍｌ献血でのご協力をお願いします。

国の重点支援地方交付金活用事業

吉賀町高齢者世帯等エアコン購入費補助金

　【概　　要】　高齢者及び障がい者世帯を対象に、エアコンの購入経費を助成します

　【対象世帯】　①又は②に該当し、各世帯員の所得金額（※）が３２０万円未満であること

　　　　　　　　①６５歳以上の者のみで構成する高齢者世帯

　　　　　　　　②障がい者手帳を保有している者のいる世帯

　　　　　　　（※）所得金額・・扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。

　　　　　 　　　　令和８年１月～５月の申請　➡　令和６年１月～１２月分の所得金額

　　　　　 　　　　令和８年６月からの申請 　 ➡　令和７年１月～１２月分の所得金額　　　

　【対象経費】　令和８年１月１日～令和８年９月３０日までに設置するエアコン購入費用（設置費含む）

　【申請期間】　令和８年１０月３１日まで

　【支給割合】　対象経費＊２/３補助

　【支給金額】　１世帯あたり上限７０，０００円

　【そ の 他】　購入後の補助金申請も可能です。

　【問 合 せ】　保健福祉課　☎７７－１１６５
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町県民税の申告及び確定申告がはじまります

○役場職員による申告相談○

　次のとおり、役場職員による申告相談を実施しますのでご利用ください。

　【実施期間】　

　　２月１６日（月）～３月１６日（月）※土日祝日を除く

　【受付時間】　

　　８時３０分～１１時３０分、１３時～１６時

　　（来場者多数の場合、受付終了時間が早まる場合があります。）

　【場　　所】

　　役場六日市庁舎　１階ロビー（六日市７５０番地）

　　役場柿木庁舎　　２階特設会場（柿木５００番地１）

　　　※来場される前は 、各自検温をされ、体調が悪い場合は来場をお控えください。

　【申告会場に持ってくるもの】

　　□マイナンバーカード（写真入り）もしくは個人番号のわかる通知カード等と本人確認書類（免許証など）

　　□所得税の還付がある場合　→　還付先となる貯金通帳またはキャッシュカード

　　□給与や年金収入等があった場合　→　源泉徴収票

　　□農業等事業所得があった場合　→　収支内訳書や収入・支出の内容がわかるもの

　　□その他の課税対象の収入がある場合　→　収入や必要経費のわかる書類

　　□その他控除を受けるために必要な支払証明書等の書類

　　□利用者識別番号［取得者のみ］　→　利用者識別番号の記載されているハガキまたは通知書

　　※各種書類や資料の事前整理をされて来場してください。

　　　・農業所得のある方　→　農業所得計算資料をご活用ください。

　　　・医療費控除を受ける方　→　医療費控除の明細書【内訳書】をご活用ください。

〇ご注意〇

　【次の課税対象の所得（収入）は申告が必要です】

　　※所得税の申告で必要なくても、住民税の申告で必要となる場合があるためです。

　　　・生命保険契約等に基づく個人年金

　　　・生命保険の一時金（生存、健康祝金）、損害保険満期返戻金等の一時所得

　　　・農業関係や商工関係の産業課や農協などからの補助金や支援金、ＵＩターン子育て補助金等

　　※申告漏れが判明した場合、税額の変更となる場合があります。

　【配偶者控除や扶養控除については二重控除とならないようにご注意ください】

　　※二重控除と判明した場合、税額の変更となる場合があります。

　【ふるさと納税ワンストップ特例を申請された方は確定申告にご注意ください】

　　※確定申告をした場合、所得税と住民税それぞれで控除されます。

　【年金機構から扶養親族等申告書が届いていない方はご注意ください】

　　※扶養親族等申告書が年金機構に提出されていない場合、配偶者控除等が必要な方は住民税申告が必要

　　　となる場合があります。

〇お問い合わせ先〇

　　税務住民課　住民税係　☎７７―１１１３

相談
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司法書士による相続に関する無料相談月間について

　【内　容】　島根県司法書士会では、２月の１カ月間を「相続登記はお済みですか月間」と定め、無料相談

　　　　　　を実施します。相続登記をはじめとして、遺言、遺産分割協議など相続に関する相談に応じます。

　【場　所】　島根県内の司法書士事務所（時間は各事務所にお尋ね下さい）

　【問合せ】　島根県司法書士会事務局　☎０８５２－２４－１４０２

特設人権相談所の開設について

　法務大臣から委嘱された人権擁護委員が相談を受けます。相談は無料で秘密は守ります。お困りのことが

　ありましたら、ご相談ください。予約はいりません。

　　【日時・会場】　２月２０日（金）９時～１２時　柿木公民館

　　　　　　　　　益田人権擁護委員協議会／松江地方法務局益田支局　☎０８５６－２２―０４２９

石見法律相談センター　一斉相談会（弁護士法律相談）について

　【日　　時】　３月１３日（金）１０時～正午まで、１３時～１６時まで　※４０分以内

　【場　　所】　石見法律相談センター（浜田市殿町２２番地）　☎０８５５－２２－４５１４

　【相談料金】　原則無料（３回目の継続相談から有料になり、相談料５千円）
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司法書士無料法律相談について

　遺産相続、遺言、不動産売買、名義変更、お金の貸し借り、ローンの返済、裁判、調停、成年後見等高齢

　者の財産管理、悪質商法など、さまざまな法律相談に応じます。

　　【電話相談】　※随時受付　☎０８５２－６０－９２１１

　　【面談相談】　※完全予約制

　　【日　　時】　２月１９日（木）１３時～１７時まで

　　【面談場所】　益田市人権センターあすなろ館

子どもとお母さんの健康

妊婦・乳幼児健康相談

　【日時・会場】　２月１０日（火）　かきのき保育所　　　１０時～１１時３０分

　　　　　　　　２月２４日（火）　吉賀町保健センター　１０時～１１時３０分

　【問合わせ先】　役場保健福祉課　☎７７－１１６５　／　柿木地域振興室　☎７９－２２１１

乳児健診

　【日時・会場】　２月２４日（火）　吉賀町保健センター

　【対　象　児】　３～５ヶ月（令和７年９月～１０月生）

　　　　　　　　９～１１ヶ月（令和７年３月～４月生）

　【問合わせ先】　役場保健福祉課　☎７７－１１６５　／　柿木地域振興室　☎７９－２２１１

離乳食教室　※要予約

　【日時・会場】　２月１８日（水）１３時３０分～　吉賀町保健センター

　【内　　　容】　各期に応じた離乳食の試食ができます。　

大人の健康

障がい者就労相談会　エスポア　※要予約

　【日時・会場】　２月１９日（木）　吉賀町保健センター

　【予　約　先】　益田障がい者就労生活支援センター　☎０８５６―２３―７２１８

　　　　　　　　ご希望の方は、２月１６日（月）までにお申し込みください。

ひきこもり相談　※要予約

　【日　時】　２月１７日（火）

　【予約先】　よしかの里　相談支援事業所　パレット　☎７７―１５５２

　　　　　　ご希望の方は、２月１２日（木）までにお申し込みください。

こころの相談　※要予約

　【日時・会場】　２月２４日（火）午後

　【内　　　容】　松ヶ丘病院精神科医による相談

　　　　　　　　ご希望の方は、２月１６日（月）までにお申し込みください。
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松ヶ丘病院通院送迎バス（３日前までに予約必要）

　【２月の運行日】　５日（木）　９日（月）　１９日（木）　２４日（火）

　【申　　込　　先】　よしかの里　相談支援事業所　パレット　☎７７―１５５２

行き 帰り

　８時３０分　発 六日市庁舎 １１時３０分　発 病院

　８時５０分 七日市駅 １２時４０分 柿木庁舎

　９時０５分 柿木庁舎 １２時５０分 七日市駅

１０時００分　着 病院 １３時００分　着 六日市庁舎

介護予防教室

　【問合せ先】　吉賀町地域包括支援センター　☎７７―３１２３　／　役場保健福祉課　☎７７－１１６５

からだ爽快教室

　【日時・会場】　２月２０日（金）１３時３０分～１５時　吉賀町ふれあい会館

　【内　　　容】　シニアヨガ

　【持　参　物】　お茶などの飲み物、室内履き、（お持ちの方は）よしか・元気ノート

ストレッチ教室

日時 会場 送迎予約〆切日

２月　３日（火）１３時３０分～１４時３０分 柿木公民館 １月２９日（木）

２月１０日（火）１３時３０分～１４時３０分 吉賀町保健センター ２月　５日（木）

２月１７日（火）１３時３０分～１４時３０分 七日市公民館 ２月１２日（木）

　【内　容】　ゴムバンドを使ったストレッチ、トレーニングなど

　【持参物】　お茶などの飲み物、ストレッチマットまたは大きめのバスタオル、タオル１枚

骨折・転倒予防教室

　【日時・会場】　２月２６日（金）１３時３０分～１５時　吉賀町福祉センター

　【内　　　容】　骨折、転倒予防のための家でできる体操の指導など

　【持　参　物】　お茶などの飲み物、（お持ちの方は）よしか・元気ノート

住宅

県営住宅　【申込受付】　随時受付けています。

　【募集団地】　溝上団地（六日市）　２ＤＫ、３ＤＫ　　　皆富団地（七日市）　３ＤＫ

　【問合せ先】　島根県住宅供給公社　益田住宅管理事務所　☎０８５６－３１－１５３０

テーミル運動教室

　【日時・会場】　２月５日、１２日、１９日　いずれも１３時３０分～１５時　吉賀町福祉センター

　【講　　　師】　小川恵子さん（セントラルスポーツインストラクター、吉賀町食改員）

　【会　　　費】　会員月１，０００円、準会員１回５００円

　【申　込　先】　役場保健福祉課　☎７７－１１６５　／　柿木地域振興室　☎７９－２２１１

　　　　　　　　飲みもの、屋内運動靴、タオル、バスタオルを持参してください。
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町営住宅　【申込締切】　２月４日（水）１７時まで

　■公営住宅樋口団地（樋口４７５番地２）平成１１年度建築　木造平屋建　３ＤＫ　

　　　　【募集戸数】１戸（１０３号室）　【使用料】所得により決定

　■公営住宅新横立団地（七日市８５６番地）平成７年度建築　木造２階建　３ＤＫ　

　　　　【募集戸数】６戸（２２４号室・２２５号室・２２７号室・２３１号室・２３２号室・２３３号室）

　　　　【使用料】所得により決定

　■公営住宅横立団地（七日市８６０番地１）令和５年度建築　木造平屋建　２ＬＤＫ　

　　　　【募集戸数】２戸（１０号室・１１号室）　【使用料】所得により決定

　■定住促進住宅　若者樋口団地（樋口４７５番地２）平成１４年度建築　木造平屋建　１ＤＫ

　　　　【募集戸数】３戸（３０１号室・３０３号室・３０４号室）　【使用料】月額３５，０００円　

　　　　【入居資格】入居時４０歳以下

　■定住促進住宅　溝上団地（六日市２４５番地１）昭和５６年度建築　鉄筋コンクリート造　３ＤＫ

　　　　【募集戸数】４戸（１２１号室・１３４号室・２１１号室・２１２号室）

　　　　【使用料】月額３５，０００円

　■定住促進住宅　新宮団地　（六日市３００番地１）平成５年度建築　鉄筋コンクリート造　３ＤＫ　

　　　　【募集戸数】１戸（２－１号室）【使用料】月額３５，０００円

　■定住促進住宅　新宮団地　（六日市３００番地１）平成８年度建築　鉄筋コンクリート造　２ＤＫ　

　　　　【募集戸数】３戸（１－３号室・２－３号室・２－４号室）【使用料】月額３０，０００円

　　　　【その他】単身者専用

　■定住促進住宅　ユースパームむいかいち（六日市４６４番地８）平成６年度建築　鉄骨造２階建　１ＬＤＫ　

　　　　【募集戸数】１戸（１１５号室）【使用料】月額４０，０００円【その他】単身者専用

　■住宅供給公社　福川本郷団地（福川４６４番地１）平成８年度建築　木質パネル構造　１ＬＤＫ

　　　　【募集戸数】１戸（１２２号室）【使用料】月額２０，０００円【その他】単身者専用

　■公営住宅　柳原第２団地（柿木１２８番地）　平成２１年度建築　木造平屋建　２ＬＤＫ　

　　　　【募集戸数】２戸（１１２号室・１１４号室）　【使用料】所得により決定

　■特定優良賃貸住宅　注連川団地（注連川９３７番地２）平成６年度建築　木造２階建　３ＤＫ

　　　　【募集戸数】１戸（６号室）　【使用料】月額３３，０００円

　■特定優良賃貸住宅　白谷団地（白谷６６番地）平成１０年度建築　木造平屋建　３ＤＫ

　　　　【募集戸数】１戸（２号室）　【使用料】月額４５，０００円
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